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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排泄物を受け入れるための開口部を一面に設けた袋体と、前記開口部の周囲に取り付け
られるフランジとを具備するオストミーパウチにおいて、
　前記袋体が、水中崩壊性紙の一面に、該水中崩壊性紙に裏打ちされた状態では崩壊せず
水中に投棄されたときに水流によって分解または亀裂が生じる耐水層を設けた水中崩壊性
シートからなり、
　前記フランジが、水中崩壊紙の一面に、水溶性粘着剤または水中における崩壊性を高め
るための水溶性高分子を配合した粘着剤を積層してなり、
　前記水中崩壊紙が、繊維状のカルボキシメチルセルロースを抄紙した水溶紙、繊維状の
セルロースを抄紙した後カルボキシメチル化した水溶紙、水溶性バインダーを用いてセル
ロース繊維を抄紙した水分散紙、トイレットペーパー原紙または水溶性もしくは水分散性
の不織布からなる群より選択される材料から形成され、
　前記耐水層が、熱可塑性樹脂を主成分とする組成物、熱可塑性樹脂と脆性付与成分とを
主成分とする組成物から選択される材料から形成されていることを特徴とするオストミー
パウチ。
【請求項２】
　排泄物を受け入れるための開口部を一面に設け、上部および下部と上下方向に直行する
幅とを有した袋体と、前記開口部の周囲に取り付けられる略リング状のフランジとを具備
するオストミーパウチにおいて、
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　前記袋体が、水溶性のシート状基材の一面に、該基材に裏打ちされた状態では崩壊せず
水中に投棄されたときに水流によって分解または亀裂が生じる耐水層を設けた水中崩壊性
シートからなり、
　前記フランジが、水溶性のシート状基材の一面に、水溶性粘着剤または水中における崩
壊性を高めるための水溶性高分子を配合した粘着剤を積層してなり、
　前記耐水層が、熱可塑性樹脂を主成分とする組成物、熱可塑性樹脂と脆性付与成分とを
主成分とする組成物から選択される材料から形成され、
　前記フランジの外径が前記袋体の幅にほぼ等しく、かつ袋体の上縁が前記フランジの外
周にほぼ重なるように配置されていることを特徴とするオストミーパウチ。
【請求項３】
　前記袋体とフランジが、熱可塑性樹脂または熱可塑性樹脂に脆性成分を配合した組成物
、あるいは水溶性粘着剤または水中における崩壊性を高めるための水溶性高分子を配合し
た粘着剤を介して貼り合わせられていることを特徴とする請求項１又は２に記載のオスト
ミーパウチ。
【請求項４】
　前記袋体は上部および下部と上下方向に直行する幅とを有しており、その幅がほぼ全長
に亘り等しく形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載のオストミーパウチ
。
【請求項５】
　排泄物を受け入れるための開口部を一面に設けた袋体と、前記開口部の周囲に取り付け
られるフランジとを具備するオストミーパウチにおいて、
　前記袋体およびフランジが、水中崩壊紙の一面に、前記水中崩壊性紙に裏打ちされた状
態では崩壊せず水中に投棄されたときに水流によって分解または亀裂が生じる耐水層を設
けた水中崩壊性シートからなり、
　前記水中崩壊紙が、繊維状のカルボキシメチルセルロースを抄紙した水溶紙、繊維状の
セルロースを抄紙した後カルボキシメチル化した水溶紙、水溶性バインダーを用いてセル
ロース繊維を抄紙した水分散紙、トイレットペーパー原紙または水溶性もしくは水分散性
の不織布からなる群より選択される材料から形成され、
　前記耐水層が、熱可塑性樹脂を主成分とする組成物、熱可塑性樹脂と脆性付与成分とを
主成分とする組成物から選択される材料から形成されていることを特徴とするオストミー
パウチ。
【請求項６】
　排泄物を受け入れるための開口部を一面に設け、上部および下部と上下方向に直行する
幅とを有した袋体と、前記開口部の周囲に取り付けられる略リング状のフランジとを具備
するオストミーパウチにおいて、
　前記袋体およびフランジが、水溶性のシート状基材の一面に、該基材に裏打ちされた状
態では崩壊せず水中に投棄されたときに水流によって分解または亀裂が生じる耐水層を設
けた水中崩壊性シートからなり、
　前記耐水層が、熱可塑性樹脂を主成分とする組成物、熱可塑性樹脂と脆性付与成分とを
主成分とする組成物から選択される材料から形成され、
　前記フランジの外径が前記袋体の幅よりも大であり、かつフランジの両側部から上部に
亘る部分が前記袋体の外方となるように配置されていることを特徴とするオストミーパウ
チ。
【請求項７】
　前記袋体とフランジが、熱可塑性樹脂または熱可塑性樹脂に脆性成分を配合した組成物
、あるいは水溶性粘着剤または水中における崩壊性を高めるための水溶性高分子を配合し
た粘着剤を介して貼り合わせられていることを特徴とする請求項５又は６に記載のオスト
ミーパウチ。
【請求項８】
　前記袋体は上部および下部と上下方向に直行する幅とを有しており、その幅がほぼ全長
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に亘り等しく形成されていることを特徴とする請求項５又は６に記載のオストミーパウチ
。
【請求項９】
　身体に取り付けるための面板と、前記面板に着脱可能に結合され排泄物を貯留するオス
トミーパウチと、前記面板に結合され該オストミーパウチを内部に分離可能に収容する外
袋を具備したオストミー装具において、
　前記面板と前記外袋が結合された部分の内側において、前記面板と前記オストミーパウ
チとが結合され、
　前記オストミーパウチが請求項１～４のいずれか１項に記載のオストミーパウチである
ことを特徴とするオストミー装具。
【請求項１０】
　身体に取り付けるための面板と、前記面板に着脱可能に結合され排泄物を貯留するオス
トミーパウチと、前記面板に結合され該オストミーパウチを内部に分離可能に収容する外
袋を具備したオストミー装具において、
　前記オストミーパウチが請求項５～８のいずれか１項に記載のオストミーパウチであっ
て、
　前記面板と前記外袋が、前記オストミーパウチの前記フランジを挟み込んだ状態で結合
されたことを特徴とするオストミー装具。
【請求項１１】
　前記面板と前記外袋との結合が嵌合からなることを特徴とする請求項１０に記載のオス
トミー装具。
【請求項１２】
　前記オストミーパウチを構成する袋体は上部および下部と上下方向に直行する幅とを有
しており、その幅が外袋の開口部の内径とほぼ等しいことを特徴とする請求項９～１１の
いずれか１項に記載のオストミー装具。
【請求項１３】
　前記オストミーパウチを構成する袋体は上部および下部と上下方向に直行する幅とを有
しており、前記袋体の長さは、前記オストミーパウチに排泄物を貯留したときに、当該排
泄物を貯留した前記袋体の底部が外袋の底部に支持される長さであることを特徴とする請
求項９～１１のいずれか１項に記載のオストミー装具。
【請求項１４】
　前記開口部に露出した水中崩壊紙の断面または断面近傍にホットメルト組成物または撥
水剤が含浸されてなることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載のオストミー
パウチ。
【請求項１５】
　排泄物を受け入れるための開口部を一面に設け、上部および下部と上下方向に直行する
幅とを有した袋体と、前記開口部の周囲に取り付けられる略リング状のフランジとを具備
するオストミーパウチであり、
　前記袋体がフランジに近接した第１のシートとフランジから遠い側に配置される第２の
シートの周縁を互いにヒートシールされてなり、
　前記フランジがシート状部材からなり、かつその外径が前記袋体の幅よりも大であるオ
ストミーパウチの製造方法において、
（１）前記フランジと前記第１のシートを前記開口部を囲んで接合する第１ステップと、
（２）第１のステップにおいて接合されたフランジと第１のシートとの間に前記開口部を
さらに囲むように断熱シートを挿入する第２ステップと、
（３）第２のステップにおいてフランジと第１のシートとの間に断熱シートを挿入した状
態で、さらに第１のシートのフランジから遠い側に第２のシートを重ねてシール金型を押
し当てることにより第１と第２の２枚のシートの周縁を互いにヒートシールして袋体を形
成する第３ステップと、
　からなることを特徴とするオストミーパウチの製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、体液や人体排泄物を収集するためのオストミーパウチに関し、とくに使用後
に収集した排泄物とともに水洗トイレに投棄して処分できるオストミーパウチ、およびこ
のオストミーパウチを利用したオストミー装具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このようなオストミーパウチは、使用後にパウチから排泄物を排出して洗浄する不快な
操作が不要なため長年待ち望まれているものの、現在のところ、ウエランドメデイカル社
のみが商品化している状況であって、依然、普及には至っていない。
【０００３】
　特許文献１は上記ウエランドメデイカル社の商品に関するものである。水洗トイレに投
棄して処分するため、使用中の乾燥状態では所定の強度を有し、トイレの水流によって溶
解や崩壊を生じて強度を失う水中崩壊性の材料を基材とし、基材の内面には排泄物中の水
分から保護するための耐水材料を積層している。しかし、使用後には面板を含めた装具の
すべてを廃棄する必要があるためコスト面で問題がある。
【０００４】
　特許文献２は本出願人によるものであり、水溶性樹脂フィルムを素材とした水洗トイレ
に流せるパウチを内袋として、外袋に分離可能に収容する様々な形態が開示されている。
例えば、内袋のフランジに粘着剤を設けて面板と結合させるもの、内袋の開口部をフレア
状に形成しこのフレア部分を外袋と面板との嵌合部に挟み込むもの等がある。しかし、い
ずれも基本的な形態を示すにすぎず、前者においてはパウチを構成するための細部までは
開示されておらず、また後者においては具体的には開口部がフレア状の特殊なパウチに限
られている。
【０００５】
　特許文献３は、水分散性の紙シートにプラスチックフィルムを積層した袋体を内袋とし
、水不溶性の外袋と二重構造にして面板と着脱自在としたものである。使用後に内袋をト
イレに投棄するためには外袋も破棄する必要がある。面板は再使用できるもののやはりコ
ストアップが避けられない。
【０００６】
　特許文献４は、面板の外袋が再使用可能となっており、剥離性のライナーを取り付けて
内袋を外袋のフランジに位置決めしやすくなっている。しかし使用後、排泄物が収容され
た状態において手を汚さずに内袋を取り外すには問題がある。また、内袋は袋体の一端に
ある開口部にフランジを設けたものであって、使用可能な素材の選択、製造方法、不明な
点がある。
【０００７】
　特許文献５では、外袋が面板に固定され、かつ外袋の前面を広く開閉して内袋を着脱す
る点で上述した問題は一応解決している。しかし、内袋に設けられたフランジについては
、いずれの水洗トイレにおいても投棄できるかどうかは疑問である。
【０００８】
　特許文献６では、面板の粘着層を親水性成分と疎水性成分とを含む皮膚保護剤で構成す
ることにより、水と接触して崩壊し得るようにしたものだが、いわゆるワンピース型のオ
ストミーパウチに限られるものである。
【０００９】
【特許文献１】特表平８－５０３８６５公報
【特許文献２】特開平９－１３１３６５号公報
【特許文献３】米国特許出願公開第２００５／１１３７７０号明細書
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【特許文献４】国際公開第２００５／０８２２７１号パンフレット
【特許文献５】特開２００５－２０５２１６号公報
【特許文献６】特開２００２－１７７６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、従来技術の問題を解決し、低コストかつ実用性に優れたオストミーパウチと
その製造方法、このオストミーパウチを具備したオストミー装具を提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、上記課題は下記により達成される。排泄物を受け入れるための開口部
を一面に設けた袋体と、前記開口部の周囲に取り付けられるフランジとを具備するオスト
ミーパウチにおいて、前記袋体が、水中崩壊紙の一面に、該水中崩壊紙に裏打ちされた状
態では崩壊せず水中に投棄されたときに水流によって分解または亀裂が生じる耐水層を設
けた水中崩壊性シートからなり、前記フランジが、水中崩壊紙の一面に、水溶性粘着剤ま
たは水中における崩壊性を高めるための水溶性高分子を配合した粘着剤を積層してなるこ
とを特徴とする（請求項１の発明）。また、排泄物を受け入れるための開口部を一面に設
け、上部および下部と上下方向に直行する幅とを有した袋体と、前記開口部の周囲に取り
付けられる略リング状のフランジとを具備するオストミーパウチにおいて、前記袋体が、
水溶性のシート状基材の一面に、該基材に裏打ちされた状態では崩壊せず水中に投棄され
たときに水流によって分解または亀裂が生じる耐水層を設けた水中崩壊性シートからなり
、前記フランジが、水溶性のシート状基材の一面に、水溶性粘着剤または水中における崩
壊性を高めるための水溶性高分子を配合した粘着剤を積層してなり、前記フランジの外径
が前記袋体の幅にほぼ等しく、かつ袋体の上縁が前記フランジの外周にほぼ重なるように
配置されていることを特徴とする（請求項２の発明）。
【００１２】
　上記発明の実施態様としては、下記の発明が好ましい。前記請求項２に記載のオストミ
ーパウチにおいて、前記水溶性のシート状基材が水中崩壊紙または水溶性樹脂フィルムで
あることを特徴とする。また、前記請求項１又は２に記載のオストミーパウチにおいて、
前記耐水層が熱可塑性樹脂、または熱可塑性樹脂と脆性成分との組成物からなることを特
徴とする。さらに、前記請求項１又は２に記載のオストミーパウチにおいて、前記袋体と
フランジが、水中崩壊性の結合剤を介して貼り合わせられていることを特徴とする（請求
項３の発明）。また、前記請求項３に記載のオストミーパウチにおいて、前記水中崩壊性
の結合剤が、水溶性粘着剤、水と接触して崩壊する成分で構成した粘着剤、熱可塑性樹脂
、熱可塑性樹脂と脆性成分との組成物のいずれか一の材料からなることを特徴とする。さ
らに、前記請求項１又は２に記載のオストミーパウチにおいて、前記袋体が上部をほぼ半
円状に形成されたことを特徴とする。また、前記請求項１又は２に記載のオストミーパウ
チにおいて、前記袋体の幅がほぼ全長に亘り等しく形成されていることを特徴とする（請
求項４の発明）。
【００１３】
　また、本発明の課題は下記によっても達成できる。排泄物を受け入れるための開口部を
一面に設けた袋体と、前記開口部の周囲に取り付けられるフランジとを具備するオストミ
ーパウチにおいて、前記袋体が、水中崩壊紙の一面に、該水中崩壊紙に裏打ちされた状態
では崩壊せず水中に投棄されたときに水流によって分解または亀裂が生じる耐水層を設け
た水中崩壊性シートからなり、前記フランジが、水中崩壊紙の一面に、熱可塑性樹脂また
は熱可塑性樹脂と脆性成分との組成物を積層することにより、該水中崩壊紙に裏打ちされ
た状態では崩壊せず水中に投棄されたときに水流によって分解または亀裂が生じることを
特徴とする（請求項５の発明）。さらに、排泄物を受け入れるための開口部を一面に設け
、上部および下部と上下方向に直行する幅とを有した袋体と、前記開口部の周囲に取り付
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けられる略リング状のフランジとを具備するオストミーパウチにおいて、前記袋体が、水
溶性のシート状基材の一面に、該基材に裏打ちされた状態では崩壊せず水中に投棄された
ときに水流によって分解または亀裂が生じる耐水層を設けた水中崩壊性シートからなり、
前記フランジが、水溶性のシート状基材の一面に熱可塑性樹脂、または熱可塑性樹脂と脆
性成分との組成物を積層することにより、該水中崩壊紙に裏打ちされた状態では崩壊せず
水中に投棄されたときに水流によって分解または亀裂が生じ、前記フランジの外径が前記
袋体の幅よりも大であり、かつフランジの両側部から上部に亘る部分が前記袋体の外方と
なるように配置されていることを特徴とする（請求項６の発明）。
【００１４】
　上記発明の実施態様としては、下記の発明が好ましい。前記請求項６に記載のオストミ
ーパウチにおいて、前記水溶性のシート状基材が水中崩壊紙または水溶性樹脂フィルムで
あることを特徴とする。また、前記請求項５又は６に記載のオストミーパウチにおいて、
前記耐水層が熱可塑性樹脂、または熱可塑性樹脂と脆性成分との組成物からなることを特
徴とする。さらに、前記請求項５又は６に記載のオストミーパウチにおいて、前記袋体と
フランジが、水中崩壊性の結合剤を介して貼り合わせられていることを特徴とする（請求
項７の発明）。また、前記請求項７に記載のオストミーパウチにおいて、前記水中崩壊性
の結合剤が、水溶性粘着剤、水と接触して崩壊する成分で構成した粘着剤、熱可塑性樹脂
、熱可塑性樹脂と脆性成分との組成物のいずれか一の材料からなることを特徴とする。さ
らに、前記請求項５又は６に記載のオストミーパウチにおいて、前記袋体が上部をほぼ半
円状に形成されたことを特徴とする。また、前記請求項５又は６に記載のオストミーパウ
チにおいて、前記袋体の幅がほぼ全長に亘り等しく形成されていることを特徴とする（請
求項８の発明）。
【００１５】
　オストミー装具の発明としては、身体に取り付けるための面板と、前記面板に着脱可能
に結合され排泄物を貯留するオストミーパウチと、前記面板に結合され該オストミーパウ
チを内部に分離可能に収容する外袋を具備したオストミー装具において、前記面板と前記
外袋が結合された部分の内側において、前記面板と前記オストミーパウチとが結合され、
前記オストミーパウチが請求項１乃至４いずれか１項に記載のオストミーパウチであるこ
とを特徴とする（請求項９の発明）。また、前記請求項９に記載のオストミー装具におい
て、前記外袋が前記面板に着脱可能に結合されることを特徴とする。さらに、前記請求項
９に記載のオストミー装具において、前記外袋が開閉自在な開口部を有することを特徴と
する。
【００１６】
　また、オストミー装具の上記とは異なる発明としては、身体に取り付けるための面板と
、前記面板に着脱可能に結合され排泄物を貯留するオストミーパウチと、前記面板に結合
され該オストミーパウチを内部に分離可能に収容する外袋を具備したオストミー装具にお
いて、前記オストミーパウチが請求項５乃至８いずれか１項に記載のオストミーパウチで
あって、前記面板と前記外袋が、前記オストミーパウチの前記フランジを挟み込んだ状態
で結合されたことを特徴とする（請求項１０の発明）。また、前記請求項１０に記載のオ
ストミー装具において、前記面板と前記外袋との結合部が嵌合からなることを特徴とする
（請求項１１の発明）。
【００１７】
　さらに、前記請求項９乃至１１いずれか１項に記載のオストミー装具において、前記オ
ストミーパウチを構成する袋体の幅が外袋の開口部の内径とほぼ等しいことを特徴とする
（請求項１２の発明）。また、前記請求項９乃至１１いずれか１項に記載のオストミー装
具において、前記オストミーパウチに排泄物を貯留したときに、当該排泄物を貯留した袋
体の底部が外袋の底部に支持される長さであることを特徴とする（請求項１３の発明）。
【００１８】
　また、前記とは異なるオストミーパウチの発明としては、排泄物を受け入れるための開
口部を一面に設けた袋体と、前記開口部の周囲に取り付けられるフランジとを具備するオ
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ストミーパウチにおいて、前記袋体と前記フランジが水中崩壊紙を基材とし、かつ前記開
口部に露出した水中崩壊紙の断面または断面近傍にホットメルト組成物または撥水剤が含
浸されてなることを特徴とする（請求項１４の発明）。また、前記請求項１４に記載のオ
ストミーパウチにおいて、前記撥水剤がシリコーンであることを特徴とする。
【００１９】
　オストミーパウチの製造方法の発明としては、排泄物を受け入れるための開口部を一面
に設け、上部および下部と上下方向に直行する幅とを有した袋体と、前記開口部の周囲に
取り付けられる略リング状のフランジとを具備するオストミーパウチであり、前記袋体が
フランジに近接した第１のシートとフランジから遠い側に配置される第２のシートの周縁
を互いにヒートシールされてなり、前記フランジがシート状部材からなり、かつその外径
が前記袋体の幅よりも大であるオストミーパウチの製造方法において、
（１）前記フランジと前記第１のシートを前記開口部を囲んで接合する第１ステップと、
（２）第１のステップにおいて接合されたフランジと第１のシートとの間に前記開口部を
さらに囲むように断熱シートを挿入する第２ステップと、
（３）第２のステップにおいてフランジと第１のシートとの間に断熱シートを挿入した状
態で、さらに第１のシートのフランジから遠い側に第２のシートを重ねてシール金型を押
し当てることにより第１と第２の２枚のシートの周縁を互いにヒートシールして袋体を形
成する第３ステップと、
　からなることを特徴とする（請求項１５の発明）。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、従来技術の問題を解決し、低コストかつ実用性に優れたオストミーパ
ウチとその製造方法、このオストミーパウチを具備したオストミー装具が提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の実施形態について以下に述べる。なお、オストミーパウチやオストミー装具の
具体的な構成や製造方法等については、後述する実施例の項で述べる。
【００２２】
　本発明は水中崩壊性のシート状基材を使用するものである。本発明のオストミーパウチ
は袋体とフランジからなり、袋体は、水中崩壊性の２枚のシートを周縁を互いに接合して
袋状にしたものや、水中崩壊性のシートがガゼット状に形成されたものであって、一面に
排泄物を受け入れるための開口部が設けられたものである。本発明のフランジは水中崩壊
性のシート状部材を円環状等に形成したものである。
【００２３】
　水中崩壊紙とは、繊維状のカルボキシメチルセルロースを抄紙するか、繊維状のセルロ
ースを抄紙した後にカルボキシメチル化することによって、温水や冷水中で速やかに溶解
する水溶紙、又は、水溶性バインダーを用いてセルロース繊維を抄紙して得られ、温水や
冷水中で速やかに分散する水分散紙である。トイレットペーパー原紙を使用することもで
きる。また同様に水溶性または水分散性を示す不織布でもよい。袋体とフランジに使用す
る水中崩壊紙は、要求される柔軟性や強度、耐水材料の含浸しやすさ等に応じて、坪量、
厚さ、水溶紙、水分散紙をそれぞれ適宜選択することができる。
【００２４】
　水溶性樹脂フィルムは周知のものであって、適度な水溶性を得られるように鹸化度が調
整されたポリビニルアルコールフィルム、メチル/エチルセルロース等が使用できる。
【００２５】
　水溶性のシート状基材に設けた耐水層とは、基材に裏打ちされた状態では排泄物と接触
してもクラックやピンホールのない連続的な薄膜であって、ヒートシールが可能であり、
オストミーパウチが水中に投棄されて裏打ちされた基材が崩壊したときは、水洗トイレの
水流によって投棄の直後にバラバラに分解するか、少なくとも亀裂を生じるものである。
さらに、公共下水や浄化槽において容易に分解する生分解性を有するものが好ましい。
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【００２６】
　耐水層に使用する材料として熱可塑性樹脂を使用することができる。例えば、低分子量
アモルファスポリアルファオレフィン等を使用することができる。
【００２７】
　また熱可塑性樹脂に脆性付与成分を混合した組成物を使用してもよい。この場合、熱可
塑性樹脂はポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチロール、ポリアミド、ポリエステル
、ポリウレタン、ポリ乳酸、ポリブチレンサクシネート、エチレン酢酸ビニル共重合体（
以下「ＥＶＡ」）、エチレン・ビニルアルコール共重合体等である。
【００２８】
　熱可塑性樹脂に脆性を付与する成分としては、例えば、熱可塑性樹脂の伸びを抑制し、
引き裂き強度を低下させるものであればよく、タルク、シリカ、酸化チタン等の粉末、パ
ラフィンワックス、カルナバウワックス等のワックス類、低分子量のポリマーが挙げられ
る。
【００２９】
　熱可塑性樹脂と脆性を付与する成分との組成物としては、ＥＶＡとパラフィンワックス
、ＥＶＡとポリ乳酸、ポリエチッレンテレフタレートと分子量５，０００程度の低分子量
ポリカプロラクタン等がよい。
【００３０】
　水溶性のシート状基材に熱可塑性樹脂等を積層する方法はコーテイング、フィルムをラ
ミネートする方法があるが、コーテイングの場合は、ロールコーター、ダイコーター等の
ホットメルトコーターが使用できる。
【００３１】
　本発明においてはフランジと袋体とを水中崩壊性の結合剤を用いてオストミーパウチと
する。水中崩壊性の結合剤とは、使用中には必要な結合強度を有し、トイレの水流に投棄
されたときには溶解または分散する粘着性または接着性の結合剤である。
 
【００３２】
　水中崩壊性の結合剤として、耐水層と同様な熱可塑性樹脂または熱可塑性樹脂に脆性成
分を配合した組成物を用いてヒートシールして接合することができる。ヒートシールする
際は、溶融したホットメルト組成物を水中崩壊紙の表面から浸透させて袋体とフランジと
を強固に接合させるだけでなく、裏面に至るまで厚さ方向に開口部の断面近傍に含浸させ
て開口部断面を排泄物の水分から保護することができる。この場合、熱可塑性樹脂や熱可
塑性樹脂とワックスからなる組成物は、袋体の耐水層の材料よりも低融点の材料を使用す
ることにより、予め設けられた熱可塑性樹脂の耐水層を損なうことなく水中崩壊紙同士を
ヒートシールさせることができる。
【００３３】
　フランジと袋体とホットメルト組成物を用いてヒートシールして接合する場合、フラン
ジと袋体の大きさの関係によっては後述するヒートシール方法によって達成される。
【００３４】
　水中崩壊性の結合剤として水溶性粘着剤や水と接触して崩壊する成分で構成した粘着剤
を用いることもできる。この場合の水溶性粘着剤は適度な水溶性を有するものである。フ
ランジの袋体と反対側の面に粘着剤を設けて面板との着脱を行う粘着カップリングの場合
には、袋体との接合に使用する粘着剤は粘着強度が粘着カップリング用のものより高いも
のを使用する。
【００３５】
　水溶性粘着剤に使用する材料は、例えば、適度に水に溶解するポリ酢酸ビニル、デンプ
ン、ポリビニルアルコール、アクリル系等の粘着剤を使用することができる。例えば、鹸
化度が７０～１００％ポリビニルアルコール１００重量部、糖、アルカノールアミン、ポ
リエーテルポリオールから選択した水溶性可塑剤１０～１６０重量部、ポリエチレンイミ
ン１００～１５０重量部を配合した水溶性粘着剤を使用することができる。また、水溶性
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ベースポリマー（メトキシエチルアクリレート、カプロラクトンアクリレート及びスチレ
ンスルホン酸ナトリウムの共重合体）１００部に対し、水溶性可塑剤（ヘキサオール）３
０部、界面活性剤（ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル）１部を配合した水溶
性または水分散性の粘着剤を使用することもできる。
【００３６】
　また、水と接触して崩壊する成分で構成した粘着剤とは、水分を吸収して粘着剤として
の凝集力が弱くなり崩壊するものであって、疎水性成分としてスチレン・イソプレン・ス
チレン共重合体（ＳＩＳ）、ポリイソブチレン、親水性成分として、カラヤゴム、ペクチ
ン、ゼラチン、水中に投棄したときに崩壊性を高めるために水溶性高分子として、ポリエ
ステルポリオール、ポリビニルアルコール、その他、石油系粘着付与剤を配合することが
できる。
【００３７】
　水中崩壊性シートの基材が水中崩壊紙の場合には、排泄物が通過する開口部の断面また
は断面近傍にホットメルト組成物または撥水剤を含浸させて、排泄物中の水分による崩壊
から保護するとよい。
【００３８】
　水中崩壊紙の断面に含浸させるホットメルト組成物または撥水剤には、水中崩壊紙を構
成する繊維の隙間に浸透し、開口を形成する断面の水に対する接触角を大きくし、例えば
、撥水性を向上させることにより、水中崩壊紙を構成するカルボキシメチルセルロース化
された繊維や、セルロース繊維を結合した水溶性バインダーと、排泄物中の水分との接触
を最小化することにより水中崩壊紙を保護するものである。
【００３９】
　含浸されたホットメルト組成物とは、前述したフランジと袋体をヒートシールする際に
含浸した熱可塑性樹脂、または熱可塑性樹脂と脆性成分との組成物である。
【００４０】
　撥水剤には、例えば、常温で含浸させることのでき、水中崩壊紙の表面から浸透しやす
いジメチルシリコーンオイル、とくに繊維の表面に結合しやすいＳｉ－Ｈ結合を持ったメ
チルハイドロジェンシリコーンオイルが適用できる。またポリフッ化ビニル、ポリフッ化
ビニリデン等のフッ素樹脂、流動パラフィン等も使用できる。
【００４１】
　撥水剤を断面から含浸させる方法は例えば、以下のとおりである。まず、フランジと袋
体をヒートシール、粘着剤、接着剤等で接合する。次いで、シリコーンを含浸したフェル
トをフランジ側から開口部の断面に沿って押し付けることによってシリコーンを水中崩壊
紙に移行させることができる。
【００４２】
　フランジとして水溶性のシート状基材に水溶性粘着剤や水と接触して崩壊する成分で構
成した粘着剤を積層したものを用いて面板と着脱可能とした粘着カップリング用のオスト
ミーパウチとすることができる。
【００４３】
　上記粘着剤はフランジの片面に装着に必要な強度に応じた面積に設ければよい。また、
少なくとも開口部に隣接した内周部に亘って設けることにより、使用中に、フランジとフ
ランジが装着された面との隙間に排泄物が侵入して、排泄物の水分によりフランジが崩壊
することを防止したり、また、使用後に取り外す際に、フランジが装着された面に付着し
た排泄物を除去する煩わしい操作を不要にすることができる。また上記粘着剤の厚さは０
．０５～１ｍｍとすることにより被粘着面の表面状態にかかわらず確実な接合を実現する
ことができる。
【００４４】
　フランジに上記粘着剤を設けたオストミーパウチを外袋に分離可能に収容する場合、そ
の形状は次のようなものとなる。外袋と面板が互いに着脱可能であり、かつ外袋と面板の
結合部の内側に本発明のフランジを装着する場合には、フランジの外径が前記袋体の幅に
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ほぼ等しいか又は小さく形成され、かつフランジの外周の上縁と前記袋体の上縁はほぼ重
なるように互いに配置されている。例えば、袋体の上部をほぼ半円形状とし、袋体の上縁
よりもわずかに内側にフランジの外周の上縁が配置される。このような形状とすることに
より後述するようにオストミー装具にスムースに装着することができる。また外袋が面板
に固定され、かつ外袋の開閉可能な開口部として、例えば前面が広く開放されるような構
造の場合には、フランジの外径が袋体の幅よりも小であってフランジが袋体の内側に配置
される一般的なオストミーパウチと同様な構造とすることができる。
【００４５】
　水溶性のシート状基材の一面に熱可塑性樹脂、または熱可塑性樹脂と脆性成分との組成
物を積層してフランジとし、このフランジの外周部を、オストミー装具の外袋と面板との
機械的な結合部に挟み込んで使用する嵌合カップリング用オストミーパウチとすることが
できる。上記熱可塑性樹脂、または熱可塑性樹脂と脆性成分との組成物は材料、特性とも
袋体の耐水層とほぼ同様なものである。外袋と面板との機械的な結合部とは、例えば、リ
ング状の嵌合部が利用できる。利用可能なリング状の嵌合部とは、例えば、前述した特許
文献２に示されている。フランジはオストミー装具に装着したときに外袋と面板との機械
的な結合部に挟み込まれる大きさを有するものであれば、外側の形状は円形でも矩形でも
よい。
【００４６】
　オストミー装具の外袋と面板との機械的な結合部として、例えば、リング状の嵌合部が
利用できる。また、外袋と面板との機械的な結合部として、外袋のフランジの一部が面板
の一部に圧接された部分を利用することもできる。例えば、実公平７－１５５４２号公報
の第４図に示されるシール片１９とリング状テーパー部４との圧接部でもよい。かりに、
同公報に記載の外科用吻合装置をそのまま利用する場合には、同公報記載の袋体１６に本
発明のオストミーパウチを収容し、シール片１９とリング状テーパー部４との圧接部にフ
ランジの外周を挟み込めばよい。
【００４７】
　嵌合カップリング用オストミーパウチでは、上述したように外袋の嵌合部またはシーリ
ング部にフランジを挟み込むため、必然的にフランジの外径は袋体の幅よりも大となる。
フランジが矩形の場合はフランジの横幅が袋体の幅よりも大となる。そしてフランジと袋
体とは、フランジの両側部から上部に亘る部分が袋体の外側にはみ出すように配置される
。またフランジを構成する熱可塑性樹脂等は嵌合部等に挟み込まれてその形状に応じて破
断することなく屈曲可能な柔軟性を有する材料、厚さのものである。排泄物によるフラン
ジのダメージを防止するため、熱可塑性樹脂等を設ける領域は、フランジの内周から嵌合
部やシーリング部分までの領域である。
【実施例】
【００４８】
　（実施例１）
　本発明の第１の実施例を図１～５に沿って説明する。図１は第１の実施例のオストミー
パウチの全体を示す側断面図（ａ）及び正面図（ｂ）、図２は第１の実施例のオストミー
パウチのフランジと袋体の開口部における貼り合わせ前の拡大断面図、図３は同じく貼り
合わせた後に撥水剤が含浸された拡大断面図、図４は第１の実施例のオストミーパウチを
内袋として面板に装着したオストミー装具の側断面図、図５は図４のオストミー装具の内
袋と外袋を面板から分離した状態を示す側断面図である。
【００４９】
　図１において、１は袋体、２はフランジ、３は開口部、３ａは第１の開口部、３ｂは第
２の開口部、４はフランジと袋体の接合部を示す。
　図１に示すとおり、内袋の形状は、袋体１の幅が全長に亘ってフランジとほぼ等しく、
かつフランジ２と袋体１の上端ではエッジがほとんど重なるように構成され、全体として
上部が半円状、下部が矩形状となっている。また後述する外袋に対しては、袋体の幅が外
袋の開口から挿入できるように開口の直径とほぼ同じか、わずかに細くなっており、内袋
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の袋体の長さはフランジから下方が外袋とほぼ同じかわずかに短くなっている。
【００５０】
　袋体１は、水中崩壊性シートとして、三島製紙（株）製「水溶紙」品種３０ＭＤＰ、坪
量３０ｇ／ｍ2に、ＥＶＡに全重量の４０重量％のパラフィンワックスを配合したホット
メルト組成物を、塗工量２０ｇ／ｍ2の厚さにダイコーテイングしたシートを使用する。
【００５１】
　フランジ２は、三島製紙（株）製「水溶紙」品種１２０ＭＤＰ、坪量１２０ｇ／ｍ2の
袋体の反対側の面に厚さ約５０μｍに水溶性粘着剤を粘着層として設けた。水溶性粘着剤
は鹸化度が８５ｍｏｌ％ポリビニルアルコール、ヒドロキシプロピル化スターチ、ポリエ
チレンイミンを配合したものをホットメルトコートした。
【００５２】
　次に、図２、３に示すようにフランジの接合と撥水剤の含浸を行う。まず、袋体の開口
部の外周面に前記粘着層と同じ水溶性粘着剤を溶融してリング状に形成し、ただちに前記
フランジと貼りあわせた。なお、剥離紙上に溶剤に溶かした水溶性粘着剤をリング状に形
成し、溶剤を飛ばしてから、袋体の開口部の外周面上に転写してから、同様にフランジを
貼り合わせてもよい。
【００５３】
　次に、東芝シリコーン（株）製シリコーンオイル、製品名ＴＳＧ４８４をトルエンで希
釈しフェルトに含浸させ、フランジ側から開口の内周に沿って押し付け、シリコーンを水
溶紙の露出した断面から含浸させた。このとき粘着剤の粘着性が過度に低下しないように
注意が必要である。
【００５４】
　図４は第１の実施例のオストミーパウチを内袋１０としてさらに外袋５を具備したオス
トミー装具である。面板６の身体に取り付ける側と反対側には、外袋５を取り付けるため
の結合部７と、この結合部の内周に第１の実施例のオストミーパウチを取り付けるための
結合部として面板から浮き上がらせたフローテイングフランジ８と内袋１０の水溶性粘着
剤が取り付けられるランデイング部９が設けられている。外袋５はポリオレフィン系の多
層の防臭フィルム部材からなり開口部には嵌合部が設けられている。なお嵌合部とは面板
６に設けた環状の凹部または凸部と外袋５に設けた環状の凸部または凹部とをスナップフ
ィットする周知の構造である。
【００５５】
　図５に内袋１０を外袋５に着脱する際の一つの状態を示す。このオストミー装具を使用
するには、まず、外袋５の開口部から内袋１０を挿入し、次いで内袋、外袋の順に面板６
に結合させる。使用後は外袋、内袋の順に結合を解除し、外袋の開口部から内袋を取り出
して水洗トイレに投棄する。
【００５６】
　第１の実施例では、内袋の形状が、袋体の幅が全長に亘ってフランジとほぼ等しく、か
つフランジと袋体の上端ではエッジがほとんど重なるように構成されているため、挿入、
取り出しに際して外袋の開口部に干渉して破損することなく安全にかつ容易に操作を行う
ことができる。また袋体の幅が全長に亘ってフランジとほぼ等しく形成されているため、
排泄物を袋体全体に亘って効率よく貯留することができる。さらに内袋の袋体の長さはフ
ランジから下方が外袋とほぼ同じかわずかに短くなっているため内袋に排泄物を貯留した
ときの荷重を外袋にも支持させることができる。さらに、面板からフランジを着脱したり
、袋体を外袋から取り出すときに操作を容易にするため、フランジまたは袋体に水溶紙か
らなるタブを取り付けてもよい。
【００５７】
　（実施例２）
　本発明の第２の実施例を図６～１３に沿って説明する。図６は第２の実施例のオストミ
ーパウチの全体を示す側断面図（ａ）、正面図（ｂ図）、図７は第２の実施例のオストミ
ーパウチのフランジと袋体の開口部における貼り合わせ前の拡大断面図、図８は同じくヒ
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ートシールによって同時に耐水処理された状態を示す拡大断面図、図９～１１は第２の実
施例のオストミーパウチをヒートシールによって組み立てるときの各ステップを順に示す
工程図、図１２は図１０の工程で使用される断熱シートの平面図、図１３は第２の実施例
のオストミーパウチを内袋としてオストミー装具に組み込んだ側断面図である。
【００５８】
　図６に第２の実施例のオストミーパウチの形状を示す。このオストミーパウチは、袋体
１が全体として上部を半円状として幅が一定のほぼ長方形になっており、開口部３を囲ん
で袋体の上端近傍を含む環状にフランジとの接合部４が設けられている。フランジ２はフ
ランジと袋体とを重ねたときにフランジの外周部が袋体の外側にはみ出すように構成され
ている。
【００５９】
　袋体１は、水中崩壊性シートとして、三島製紙（株）製「水溶紙」品種３０ＭＤＰ、坪
量３０ｇ／ｍ2に、ＥＶＡに全重量の４０重量％のパラフィンワックスを配合したホット
メルト組成物を、塗工量２０ｇ／ｍ2の厚さにダイコーテイングしたシートを使用した。
【００６０】
　フランジ２は、三島製紙（株）製「水溶紙」品種１２０ＭＤＰ、坪量１２０ｇ／ｍ2の
袋体の反対側の面に同じくＥＶＡに全重量の４０重量％のパラフィンワックスを配合した
ホットメルト組成物を、塗工量２０Ｇ／ｍ2の厚さにダイコーテイングした。
【００６１】
　次に図７、８に示すように、袋体１を構成するフランジ側のシートの開口部の外周に、
リング状に形成したホットメルト組成物を用いて、フランジ２をヒートシールで接合した
。使用したホットメルト組成物はＥＶＡとパラフィンワックスを主成分とし、耐水層に使
用したものよりも融点が低いものを使用することが好ましい。ヒートシールしたときにホ
ットメルト組成物がフランジと袋体それぞれの水溶紙の厚さ方向に浸透し断面の全面に亘
って含浸した。
【００６２】
　袋体を構成するフランジ側のシートとフランジとを接合した後に、開口部を穿孔しても
よい。またホットメルト組成物を含浸させた後に、さらに開口部に撥水剤を塗布して含浸
させてもよい。
【００６３】
　次に、袋体を構成するため２枚のシートの周縁をヒートシールして袋体を形成する。ヒ
ートシールされる袋体の外縁とフランジがほぼ重なり合うため、以下の方法で行う。
【００６４】
（１）まず、袋体を構成すべき２枚のシートのうちフランジ側のシートとフランジをヒー
トシールする（図９）。
（２）次に、フランジとこのフランジにヒートシールされたシートとの隙間にガラスクロ
スからなる断熱シートを挿入し、さらに袋体を構成すべき２枚のシートのうちのもう一方
のシートと重ねる（図１０）。
　断熱シートは上記貼りあわせ部が入る開口が形成され、一端に割れ目を入れてある。（
図１２）。この割れ目を開いて前記隙間に断熱シートを挟み込む。
（３）次に高温度になったヒートシール金型を押し付けて周縁部をヒートシールする。フ
ランジは断熱シートによって高温から遮蔽されるため袋体のヒートシールによる影響を受
けることなく袋体の周縁部がヒートシールされる（図１１）
【００６５】
　ヒートシール金型の圧力を均等に受けるため、フランジと袋体はシリコンゴム等の弾性
シート上に載置するとよい。断熱シートの割れ目に対応する部分ではシール金型の圧力が
不均等となるおそれがあるため使用するフランジと袋体の素材に応じた弾力性のある弾性
シートを使用すればよい。
【００６６】
　図１３に第２の実施例のオストミーパウチを内袋としてオストミー装具に組み込んだ側
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部、７ｂは面板の嵌合部７ａと対になる外袋の嵌合部、１０は内袋で前記第２の実施例の
オストミーパウチある。
　このオストミー装具には内袋１０を除いて市販のオストミー装具が利用可能である。こ
の場合の使用できる市販のオストミー装具とは、嵌合部を有し、例えば、嵌合部を設けた
フランジの内径が内袋の袋体の幅よりも大きく、かつ嵌合部の外径が内袋のフランジより
も小径であればよい。内袋は外袋の開口部から内部に挿入され、嵌合部に内袋のフランジ
を挟み込んで装着し、使用後は嵌合部を解除し、内袋を開口部から取り出して水洗トイレ
に投棄すればよい。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】第１の実施例のオストミーパウチの全体を示す側断面図及び正面図。
【図２】第１の実施例のオストミーパウチのフランジと袋体の開口部における貼り合わせ
前の拡大断面図。
【図３】図２における開口部が貼り合わされた後に撥水剤が含浸された拡大断面図。
【図４】第１の実施例のオストミーパウチを内袋として面板に装着したオストミー装具の
側断面図。
【図５】図４のオストミー装具の内袋と外袋を面板から分離した状態を示す側断面図。
【図６】第２の実施例のオストミーパウチの全体を示す側断面図及び正面図。
【図７】第２の実施例のオストミーパウチのフランジと袋体の開口部における貼り合わせ
前の拡大断面図。
【図８】図７における開口部がヒートシールによって同時に耐水処理された状態を示す拡
大断面図。
【図９】第２の実施例のオストミーパウチをヒートシールによって組み立てるときの第１
工程を示す図。
【図１０】図９に続く第２工程を示す図。
【図１１】図１０に続く第３工程を示す図。
【図１２】図１０の工程で使用される断熱シートの平面図。
【図１３】第２の実施例のオストミーパウチを内袋としてオストミー装具に組み込んだ側
断面図。
【符号の説明】
【００６８】
　１：袋体、２：フランジ、３：開口部、３ａ：第１の開口部、３ｂ：第２の開口部、４
：フランジと袋体の接合部、５：外袋、６：面板、７：面板と外袋の結合部、７ａ：面板
の嵌合部、７ｂ：外袋の嵌合部、８：フローテイングフランジ、９：ランデイング部、１
０：内袋、１１：前側シート、１２：後側（フランジ側）シート、２０：断熱材シート、
２１：シール金型。



(14) JP 4742386 B2 2011.8.10

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 4742386 B2 2011.8.10

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(16) JP 4742386 B2 2011.8.10

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(17) JP 4742386 B2 2011.8.10

【図１３】



(18) JP 4742386 B2 2011.8.10

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  神原　紀之
            東京都墨田区京島１丁目２１番１０号　アルケア株式会社内

    審査官  山口　賢一

(56)参考文献  特開昭６３－１５００６７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２２０２４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭４９－０５３２６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－１０３５５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－０１９４５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１２２１６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－１３１３６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０３８５６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－２０５２１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０９－５０６３００（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６２－１３０６１５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              登録実用新案第３１００６６８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭６２－１７０２１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０１７７６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０８－５０３８６５（ＪＰ，Ａ）　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

